
札幌市事業登録事務取扱要領 
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事業管理担当局長決裁 

（最終改正）令和５年 10 月１日 

 

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（昭和４５年法律第２０号。以下「法」

という。）に基づく事業の登録に係る事務については、法、「建築物における衛生的環境

の確保に関する法律施行令」（昭和４５年政令第３０４号。以下「政令」という。）、「建築

物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」（昭和４６年厚生省令第２号。以下

「省令」という。）、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則」（昭和５

６年北海道規則第３８号（以下「細則」という。）及び関係各通知の定めるところによる

ほか、この要領の定めるところによる。 

 

１ 登録に関する手続き等 

  法第１２条第１項第１号から第８号に基づく事業の登録（以下「事業登録」という。）

は、業種ごとに、省令で定める事業登録の基準（別表１－１、１－２）を全て満たし

ている営業所について行うものであり、事業登録の申請があった場合の取扱いは次の

とおりとする。 

  なお、事業登録を受けられる業種及び内容は表１のとおりである。 

表１ 

業種 業務の概要 

建築物清掃業 
【第１号】 

建築物における床等の清掃を行う事業（建築物の外壁や
窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まな
い。） 

建築物空気環境測定業 
【第２号】 

建築物における空気環境（浮遊粉じんの量、一酸化炭素
の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流）
の測定を行う事業 

建築物空気調和用ダクト清掃業 
【第３号】 

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 

建築物飲料水水質検査業 
【第４号】 

建築物における飲料水について、水質基準に関する省令
に掲げる事項を厚生労働大臣が定める方法により水質
検査を行う事業 

建築物飲料水貯水槽清掃業 
【第５号】 

受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行
う事業  

建築物排水管清掃業 
【第６号】 

建築物の排水管の清掃を行う事業 

建築物ねずみ昆虫等防除業 
【第７号】 

建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態
を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 



建築物環境衛生総合管理業 
【第８号】 

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の
運転、日常的な点検及び補修（以下「運転等」という。）
並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運
転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素
の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味
の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に
必要な程度のものを併せ行う事業 

 

（１）新規の登録 

  ア 新規の登録を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、別表４に掲げる申

請書及び添付書類（以下「申請書等」という。）を、札幌市保健所（以下「保健所」

という。）へ１部提出するものとし、保健所は必要に応じ、別に定める「事業登録

の手引き」により申請者に対し助言等を行う。 

  イ 保健所は、登録手数料※１等を確認の上申請書を受理し、登録基準の適合状況に

ついて必要に応じて現地確認を含む審査を行い、「登録申請書審査報告書（様式９）」

を作成する。 

    なお、申請書等に記載内容の不備、必要な書類の未添付及びその他申請の形式

上の要件に適合しない事項がある場合は、申請者に補正及び整備を求める。 

    なお、添付書類のうち、登記事項証明書、粉じん計較正済票、人的基準におけ

る監督者等の資格を証する書類及び登録機関の証明を受けた従事者の研修状況を

示す書類については、原本と照合の上余白にその旨を記載し、かつ、照合者がこ

れに年月日及び職氏名を書く。 

  ウ 登録の基準に適合すると認められる場合は登録を行い、登録証明書を作成する。 

  エ 保健所は、申請者に対し、登録証明書を速やかに交付する。 

    また、交付に際しては、登録を受けた者（以下「登録業者」という。）が登録の

有効期間中に行う各報告及び届出について教示する。 

（２）再登録 

   新規の登録に同じ。 

（３）標準処理期間 

  事業登録に係る標準処理期間は１４日間（閉庁日及び申請書等の補正等に要する期

間は含まない） 

※１ 登録、書換え及び再交付に係る手数料は、札幌市証明等手数料条例（昭和

２１年８月８日条例第１５号）の定めるところにより徴収する。   



２ 登録事項の変更に関する手続き等 

  登録業者が登録を受けた事項（以下「登録事項」という。）について、変更があった

場合の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）登録業者は、表２の事項に変更があった場合、その日から３０日以内に「登録事

項変更届書（様式６－１）」及び添付書類（以下「届出書等」という。）を保健所へ１

部提出するものとし、保健所は必要に応じ、別に定める「事業登録の手引」により届

出者に対し助言等を行う。 

（２）保健所は、届出書等を受理した場合、登録基準の適合状況について審査を行い、

必要に応じて現地確認を含む審査を行い、「変更届審査報告書（様式９）」を作成する。 

   なお、届出書等に記載内容の不備、必要な書類の未添付及びその他届出の形式上

の要件に適合しない事項がある場合は、届出者に補正及び整備を求める。 

   なお、添付書類のうち、登記事項証明書、粉じん計較正済票、人的基準における

監督者等の資格を証する書類及び登録機関の証明を受けた従事者の研修状況を示す

書類及び研修受講証明書については、原本と照合の上余白にその旨を記載し、かつ、

照合者がこれに年月日及び職氏名を書く。 

（３）保健所は、届出書等を精査し、登録の基準に適合すると認められる場合は登録の

変更を行う。 

表２ 変更届 

変更事項 添付書類 

・登録事業者の名称、住所、代表者の氏名 ・商業登記法による登記事項証明書の写し（原本持参） 

・（様式５－２）※連絡体制に関係する場合 

・営業所名、所在地、責任者氏名 

※営業所が札幌市外に変更となる際は、新規申請が

必要となる場合があるため、お早めにご相談くださ

い 

・（様式５－２）※連絡体制に関係する場合 

 

・登録基準に係る機械器具 ・様式２ 

・（賃貸契約書の写し） 

 ※借入れしている場合のみ 

・粉じん計較正済票の写し（原本持参） 

 ※重量法によらない場合のみ 

・様式５－１ 

・水質検査室、機械器具の保管庫 ・変更後の設置場所、構造及び機械器具の保管状態、 

配置を明らかにする図面 

・監督者等 ・様式３ 

・資格を証明する書類の写し（原本持参） 

・様式５－１ 

・（様式５－２）※連絡体制に関係する場合 

・作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維

持管理方法 

・様式５－１ 



３ 登録証明書の書換え及び再交付に関する手続き等 

（１）登録業者は、変更の届出により現に受けている登録証明書の記載事項に変更が生

じたときは書換え交付申請（様式６－２）を、また、登録証明書を破損・汚損・亡失

したときは再交付申請（様式６－３）をすることができる。その際、登録業者は、申

請書に、現に受けている登録証明書を添えて（亡失の場合を除く。以下同じ）保健所

へ１部提出するものとする。 

（２）保健所は、書換え交付申請書又は再交付申請書を受理した場合は、記載内容を確

認し、必要に応じて申請者に補正及び整備を求める。 

（３）保健所は、申請書を精査し、記載内容に不備がなければ登録証明書を書換え又は

再交付（再交付の場合は枠外に再交付の日付を記載）する。 

（４）保健所は、申請者に対し、登録証明書を速やかに交付する。 

   なお、後日、登録業者が亡失した登録証明書を発見したときは速やか返納させる

こととする。 

 

４ 事業の廃止に関する手続き等 

  登録業者が登録を受けた事業を廃止した場合の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）登録業者は、登録を受けた事業を廃止した場合、その日から３０日以内に「登録

事業廃止届書（様式７）」１部を保健所へ提出し、併せて登録証明書を返戻すること

とする。 

（２）保健所は、廃止届出書を受理した場合、届書の記載内容の審査を行い、届出の形

式上の要件に適合しない事項がある場合は、届出者に補正及び整備を求める。 

（３）保健所は、届書を精査し、事業を廃止したと認められる場合は、登録の廃止を行

う。 

 

５ 実績報告の徴収 

  保健所長は、登録業者の事業の状況を把握するため、その年の３月３１日以前の１

年間における実績について、毎年５月３１日までに「実績報告書（様式８－１～４）」

により報告させることとする。 

 

 



６ 立入検査 

  法第１２条の５に規定する立入検査（以下「立入検査」という。）については、次の

とおりとする。 

  また、立入検査に際しては、身分を示す証明書（環境衛生監視員証）を携帯するよ

う留意すること。 

（１）検査は登録基準の適合状況及びその他確認を要する事項について行い、必要に応

じ、結果は「登録業立入検査表（様式１０－１～８）」により取りまとめる。 

（２）登録を受けた事業に関し不適切な事項がある場合は、必要に応じ「登録業指導票

（様式１１）」により指導するとともに、その改善結果について「指導事項改善報告書

（様式１２）を提出させる。 

（３）その他、基準への適合状況及び実績報告の提出状況等を勘案し、必要に応じ行う。 

 

７ 登録の取消し 

  保健所長は、登録の取消しに該当する事項を把握したときは、その登録を取り消す

ことができる。 

 

 

 

 

 附則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 附則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、令和５年 10 月１日から施行する。 
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（別表１－１） 登録基準 

業  種 省 令 

物    的    基    準 人    的    基    準 その他の基準 
 （平成 14 年 3
月 26 日厚生労

働省告示第
117 号） 

機    械    器    具 設  備 監    督    者    等 従 事 者 

建築物清掃業 
法第１２条の２第１号 

法施行規則 
第２５条関係 

① 真空掃除機 
② 床みがき機 

－ 

〈清掃作業監督者〉 
 ビルクリーニング技能検定又はビルクリーニング技能審査に合格
した者、もしくは建築物環境衛生管理技術者免状を有する者であっ

て 厚生労働大臣の登録を受けた清掃作業監督者のための講習も
しくは再講習を修了し、修了した日から６年を経過しない者    

研修を修了した
者であること 

告示第 1 に適
合していること 

建築物空気環境測定業 
法第１２条の２第２号 

法施行規則 
第２６条関係  

① 浮遊粉じん測定器 
② 一酸化炭素測定器 
③ 二酸化炭素測定器 
④ 温度計 
⑤ 湿度計 
⑥ 風速計 
⑦ 空気環境の測定に必要な器具（測定器固定

用スタンド等） 
 （①から⑥は､建築物衛生法施行規則第３条の
２第１項第１号の表の各号の下欄に掲げる測定
器（②から⑥はこれと同等以上の性能を有する

測定器を含む。）であること。） 

－ 

〈空気環境測定実施者〉 
 次のいずれかに該当する者 
・ 厚生労働大臣の登録を受けた空気環境測定実施者のための講

習もしくは再講習を修了し、修了した日から６年を経過しない者 
・ 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。ただし、登録の有

効期間経過後、引き続いてその者を空気環境測定実施者として

再登録を受けようとする場合には、厚生労働大臣の登録を受け
た再講習を修了し、修了した日から６年を経過しないこと 

－ 
告示第 2 に適
合していること 

建築物空気調和用 
ダクト清掃業 
法第１２条の２第３号  

法施行規則 
第２６条の３
関係  

① 電気ドリル及びシャー又はニブラ(ダクトを

構成する部材を開口し、切断できるもの） 
② 内視鏡（写真を撮影できるものに限る。） 
③ 電子天びん又は化学天びん（１㎎以上の分

解能を有するものに限る。） 
④ コンプレッサー 
⑤ 集じん機 
⑥ 真空掃除機 

－ 

（空気調和用ダクト清掃作業監督者） 
   次のいずれかに該当する者 
・ 厚生労働大臣の登録を受けた空気調和用ダクト清掃作業監督

者のための講習もしくは再講習を修了し、修了した日から６年を
経過しない者 

・ 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。ただし、登録の有

効期間経過後、引き続いてその者を空気調和用ダクト清掃作業
監督者登録を受けようとする場合には、厚生労働大臣の登録を
受けた再講習を修了し、修了から６年を経過しないこと    

研修を修了した

者であること 
告示第 3 に適

合していること 

建築物飲料水 
水質検査業 
法第１２条の２第４号 

法施行規則 
第２７条関係 

① 高圧蒸気滅菌器及び恒温器 
② フレームレス－原子吸光光度計、誘導結合

プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プ

ラズマ－質量分析装置 
③ イオンクロマトグラフ 
④ 乾燥器 
⑤ 全有機炭素定量装置 
⑥ pH 計 
⑦ 分光光度計又は光電光度計 
⑧ ガスクロマトグラフ－質量分析計 
⑨ 電子天びん又は化学天びん 

水質検査
を的確に

行うこと
ができる 
検査室 

（別表２） 

〈水質検査実施者〉 
   次のいずれかに該当する者 
・ 大学又は旧専門学校において理科系の学科を修めて卒業した

後、１年以上の実務経験※１を有する者 
・ 衛生検査技師又は臨床検査技師であって実務経験１年以上 

の者 
・ 短期大学又は高等専門学校において生物又は工業化学の学科

を修めて卒業した後、実務経験２年以上の者 
・ 上記と同等以上の知識、技能を有すると認められる者※２   

－ 
告示第 4 に適
合していること 

※1水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る（以下この欄において同じ。）。 

※2大学もしくは短期大学と同程度とされる学校で所要の課程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者又は技術士（上下水道部門もしくは衛生工学部門に限る。）。 



（別表１－２） 登録基準    

業  種 省 令 

物    的    基    準 人    的    基    準 その他の基準 
 （平成 14 年 3
月 26 日厚生労

働省告示第
117 号） 

機    械    器    具 設  備 監    督    者    等 従 事 者 

建築物飲料水 
貯水槽清掃業 
法第１２条の２第５号 

法施行規則

第２８条関係 

① 揚水ポンプ 
② 高圧洗浄機 
③ 残水処理機 
④ 換気ファン 
⑤ 防水型照明器具 
⑥ 色度計、濁度計及び残留塩素測定器 
（上記は、飲料水貯水槽の清掃に専用のもの

でなければならない。） 

機械器具を 
適切に保管  
することが 
できる専用 
の保管庫 
（別表３） 

〈貯水槽清掃作業監督者〉 
   次のいずれかに該当する者 
・ 厚生労働大臣の登録を受けた貯水槽清掃作業監督者のための

講習もしくは再講習を修了し、修了した日から６年を経過しない
者 

・ 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。ただし、登録の有

効期間経過後、引き続いてその者を貯水槽清掃作業監督者とし
て再登録を受けようとする場合には、厚生労働大臣の登録を受
けた再講習を修了し、修了した日から６年を経過しないこと 

研修を修了した

者であること 
告示第 5 に適

合していること 

建築物排水管清掃業 
法第１２条の２第６号 

法施行規則 
第２８条の３
関係 

① 内視鏡（写真を撮影することができ、ケー
ブルの長さが１５ｍ程度以上のものに限
る。） 

② 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル 
③ ワイヤ式管清掃機          
④ 空圧式管清掃機 
⑤ 排水ポンプ             
（上記は、排水管の清掃に専用のものでなけ
ればならない。） 

機械器具を 
適切に保管  
することが 
できる専用 
の保管庫 
（別表３） 

（排水管清掃作業監督者） 
   次のいずれかに該当する者 
・ 厚生労働大臣の登録を受けた排水管の清掃作業監督者のため

の講習もしくは再講習を修了し、修了から６年を経過しない者 
・ 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。ただし、登録の有

効期間経過後、引き続いてその者を排水管清掃作業監督者とし
て再登録を受けようとする場合には、厚生労働大臣の登録を受

けた再講習を修了し、修了した日から６年を経過しないこと  

研修を修了した

者であること 
告示第 6 に適

合していること 

建築物ねずみ昆虫等 
防除業 
法第１２条の２第７号 

法施行規則 
第２９条関係 

① 照明器具、調査用トラップ及び実体顕 
微鏡 

②  毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器 
③  噴霧機及び散粉機 
④  真空掃除機 
⑤  防毒マスク又は防毒機能を有する電動フ
ァン付き呼吸用保護具及び消火器 

機械器具
及び薬剤を

適切に保管
することが
できる専用

の保管庫 
(別表３) 

〈防除作業監督者〉 
・ 厚生労働大臣の登録を受けた防除作業監督者のための講習も

しくは再講習を修了し、修了した日から６年を経過しない者 

研修を修了した

者であること 
告示第 7 に適

合していること 

建築物環境衛生 
総合管理業 
法第１２条の２第８号 

法施行規則 
第３０条関係  

① 真空掃除機 
② 床みがき機 
③ 浮遊粉じん測定器 
④ 一酸化炭素測定器 
⑤ 二酸化炭素測定器 
⑥ 温度計 
⑦ 湿度計 
⑧ 風速計 
⑨ 空気環境測定に必要な器具 
⑩ 残留塩素測定器 
（③から⑧は建築物空気環境測定業と同様）  

－ 

〈統括管理者〉 
・ 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者であって、厚生労

働大臣の登録を受けた統括管理者のための講習を修了し、修了
した日から６年経過しない者 

〈清掃作業監督者〉 
・ 建築物清掃業と同様 
（空調給排水管理監督者） 
・ ビル設備管理技術検定に合格した者又は建築物環境衛生管理

技術者免状を有する者であって、厚生労働大臣の登録を受けた
空調給排水管理監督者のための講習もしくは再講習を修了し、

修了した日から６年を経過しない者 
〈空気環境測定実施者〉 
・ 建築物空気環境測定業と同様 

清掃、空気環境
の調整、給排水

管理、水質検査
従事者は、研修
を修了した者で

あること 

告示第 8 に適
合していること 



（別表２）水質検査を的確に行うことができる検査室 

業 種 内   容 

建築物飲料水 

水質検査業  

・実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、水質検査実施者

の作業にふさわしい配置となっていること。 

・実験台等の上の機械機具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となって

いること。 

・ドラフトチャンバーが設置されていること。 

・必要な換気扇、水栓、ガス栓及びコンセントが設けられていること。 

・細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されていること

が望ましいこと。 

・天びん台など必要な部分に防震措置が施されていること。 

 

（別表３）機械器具等を適切に保管することができる専用の保管庫 

業 種 内   容 

建築物飲料水 

貯水槽清掃業 

・機械器具等に雨水等がかかるおそれのないものであること。 

・機械器具等を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水がたまら

ない構造のものであること。  

・機械器具等を保管するのに必要な規模のものであること。    

・他の用途に用いる機械器具類もあわせて保管している倉庫の一部が保管庫

となっているような場合には、貯水槽清掃に用いる機械機具等を保管する

場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないように

なっていること。 

・保管庫は施錠でき、みだりに機械器具等が持ち出せないようになっている

こと。 

建築物排水管 

清掃業 

・機械器具等に雨水等がかかるおそれのないものであること。 

・機械器具等を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水がたまら

ない構造のものであること。 

・機械器具等を保管するのに必要な規模のものであること。 

・他の用途に用いる機械器具類もあわせて保管している倉庫の一部が保管庫

になっているような場合には、排水管清掃に用いる機械機具等を保管する

場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないように

なっていること。 

・保管庫は施錠でき、みだりに機械器具等が持ち出せないようになっている

こと。 

建築物ねずみ 

昆虫等防除業 

・機械器具等に残留した薬剤等や保管されている薬剤等が飛散流出し、及び

地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 

・薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 

・引火事故のおこりにくい構造になっていること。 

・機械器具等を保管するのに適切な規模のものであること。 

・他の用途に用いる機械器具類もあわせて保管している倉庫の一部が保管庫

になっているような場合には、防除作業に用いる機械機具等を保管する場

所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようにな

っていること。 

・保管庫は施錠でき、みだりに機械器具等が持ち出せないようになっている

こと。 

  



（別表４）申請書等                                          ○は、必ず必要なもの  ●は、状況に応じ必要なもの 

                   業種 
様式・添付書類 

建築物 
清掃業 

建築物空気環
境測定業 

建築物空気調和
用ダクト清掃業 

建築物飲料水 
水質検査業 

建築物飲料水 
貯水槽清掃業 

建築物排水管 
清掃業 

建築物ねずみ 
昆虫等防除業 

建築物環境衛生 
総合管理業 

様式１ 登録申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 登記事項証明書の写し（原本持参） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

定款、寄付行為等 
※公益法人、協同組合等の場合のみ。登録に係
る事業が行える旨記載されていること。 

● ● ● ● ● ● ● ●  
 
 
様式 2 機械器具の概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 賃貸借契約書等の写し 

 ※機械器具を借入れしている場合のみ 
● ● ● ● ● ● ● ●  

 粉じん計較正済票の写し（原本持参） 
 ※重量法によらない場合のみ 

－ ● － － － － － ●  
 検査室の図面（設置場所、構造、機械器具の 

配置を明らかにするもの） 
－ － － ○ － － － －  

 機械器具等の保管庫の図面（設置場所、 
構造、保管状態を明らかにするもの） 

－ － － － ○ ○ ○ －  

様式 3 監督者等名簿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 資格を証する  統括管理者 － － － － － － － ○ 
 書類の写し  空調給排水管理監督者 － － － － － － － ○ 
 (原本持参)  清掃作業監督者 ○ － － － － － － ○ 
 (別表 5)  空気環境測定実施者 － ○ － － － － － ○ 
   ダクト清掃作業監督者 － － ○ － － － － － 
   水質検査実施者 － － － ○ － － － － 
   貯水槽清掃作業監督者 － － － － ○ － － － 
   排水管清掃作業監督者 － － － － － ○ － － 
   防除作業監督者 － － － － － － ○ － 
様式 4 従事者の研修状況 
(新規) 申請前 1 年間 
(再登録) 登録期間 6 年間 
※登録団体の証明を受けている場合は写し提出（原本持参） 

○ － ○ － ○ ○ ○ 

○ 

清掃、空気環境調整、給排

水管理、水質検査 

 
  

登録団体の 

証明を受けて

いない場合 

研修の受講証明書の写し 
（※登録機関で研修を受講した場合） 

● － ● － ● ● ● ● 

使用した教材の写真及び研修の指
導者の資格を証する書類 
（※事業主が実施した場合） 

● － ● － ● ● ● ● 

様式 4 従事者の研修計画 
(新規、再登録) 登録後 1 年間 

○ － ○ － ○ ○ ○ 
○ 

清掃、空気環境調整、給排

水管理、水質検査 

様式 5-1 作業実施方法等（作業班関係） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ 

清掃、空気環境調整・測

定、給排水管理、水質検査 

様式 5-2 作業実施方法等（委託、苦情連絡体制） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 （再登録） 登録証明書の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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（別表５） 監督者等の資格を証する書類    

業   種 資  格  の  種  類 
提出する書類 

(原本を持参してください。) 

 建築物清掃業  清掃作業監督者講習会修了の者                     ・修了証書の写し 

 建築物空気環境測定業  
空気環境測定実施者講習会修了の者                                  ・修了証書の写し 

建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者                          ・免状の写し 

 建築物空気調和用ダクト清掃業  
ダクト清掃作業監督者講習会修了の者                                ・修了証書の写し 

建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者                          ・免状の写し 

 建築物飲料水水質検査業  

大学の理科系課程を修め、卒業した後１年以上の実務経験を有する者  
・卒業証明書の写し 

・実務従事証明書 

衛生検査技師又は臨床検査技師であって、１年以上の実務経験を有する者 
・衛生検査技師又は臨床検査技師の免
許証の写し 
・実務従事証明書 

短大又は高専で生物学若しくは工業化学の課程を修めて卒業した後、２年 ・卒業証明書の写し 
以上の実務経験を有する者                                          ・実務従事証明書 
大学又は短大と同程度の学校等で所要の学科を修めて卒業した後、所要の ・卒業証明書の写し 
実務経験を有する者                                                ・実務従事証明書 
技術士（上下水道部門若しくは衛生工学部門に限る。）                 ・技術士登録証の写し 

 建築物飲料水貯水槽清掃業  
貯水槽清掃作業監督者講習会修了の者                                ・修了証書の写し 
建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者                          ・免状の写し 

 建築物排水管清掃業  
排水管清掃作業監督者講習会修了の者                                ・修了証書の写し 

建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者                          ・免状の写し 
 建築物ねずみ昆虫等防除業  防除作業監督者講習会修了の者                     ・修了証書の写し 

 建築物環境衛生総合管理業  

（統括管理者）                           
統括管理者講習会修了の者 

・修了証書の写し 

（清掃作業監督者）          
建築物清掃業の場合と同様 

・建築物清掃業の場合と同様 

（空調給排水管理監督者）              
空調給排水管理監督者講習会修了の者 

・修了証書の写し 

（空気環境測定実施者）        
建築物空気環境測定業の場合と同様 

・建築物空気環境測定業の場合と同様 

  



（様式 1） 
別記第３号様式（第４条関係） 
 

登 録 申 請 書                

   
 

 年  月  日   
   

（宛先）札幌市保健所長 
 

申請者  住 所               
 
 
 
 
 
 

                      氏 名               
 
 
 
 
 

 
 

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けたいので、建築物に 
  おける衛生的環境の確保に関する法律第12条の２第１項の規定により、次のとおり 
  申請します。 

事 業 の 区 分             

営 業 所 の 名 称             

営 業 所 の 所 在 地             

営業所の責任者の職氏名  

 
 

注１ 添付資料 

  (1) 事業の区分ごとに省令第31条第２項から第９項までに規定する書類 

  (2) 申請者が法人の場合は、法人の登記簿の謄本。ただし一般社団法人、一般財団法

人、協同組合等にあっては登記事項証明書及び定款等 

  (3) 登録を受けている者が有効期間終了後引き続き登録を受けようとする場合は、現

に受けている登録証明書の写し 

２ 申請書等の用紙の大きさは、図面等のやむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４

とすること。 

  

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

（法人にあっては、名称並びに代表者の

氏名及び住所）  



（様式２） 
機 械 器 具 の 概 要                  

                                                                                                                                       
                                                              年  月  日現在 

名       称 型       式 数     量 購 入 年 月 

    

注 機械器具を賃貸借により所有している場合は、賃貸借の期間、使用条件等がわかる契約書等の写しを添付すること。 

 

 

  



（様式３） 
                                                                                                                                                       
                                                                                           
                                 監 督 者 等 名 簿                   
                                    

                                                                        年  月  日現在 

監督者、実施者等の別 氏 名 業務範囲      経験年数 資 格 の 種 別               資格取得年月日        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 監督者等の資格を証する書類を添付すること。 



（様式４） 
                                                                                           

                                 従 事 者 の 研 修 実 施 状 況 (計 画 )  

 
                                                                          （自  年  月  日    至  年  月 日） 
 

                                                                       年  月  日現在 

研修の期日 研修の内容 指導者の氏名及び資格 対象従事者数 参加従事者数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
登 録 団 体 

  
の 証 明 欄 

 

 
 上記の研修については、本団体により行われたものである。 
 
          年  月  日        登録団体名                                   代表者氏名                   印 
 

 
注１ 厚生労働大臣の登録を受けた団体が実施する研修を受講した場合は、その団体で証明の手続きを行うこと。 

 
２ 事業主が自ら研修を実施した場合は、研修に使用した教材の写真及び研修の指導者の資格を証する書類を添付すること。 

                                                                                                    
３「研修計画」の場合は、証明欄を斜線で抹消すること。 



（様式５－１）                                                                                                                                                                                           
                                                                                                               

作 業 実 施 方 法 等               

                                                                                         年  月  日 現在  
 
  
 
 
 
 
作 
 

業 
 

班 
 

編 
 

成 
 
 
  
   
 
 

  作 業 班             監 督 者 等             使 用 す る 機 械 器 具                                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
作 
 
業 
 
手 
 
順 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 注 総合管理業については、①清掃作業、②空気環境の測定、③空気環境の調整、給排水の管理及び簡易な水質検査のそれぞれについて作成すること。 



（様式５－２） 
 

作 業 実 施 方 法 等              
                                                                                                                 

年  月  日現在 

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

苦情及び緊急の連絡に対する体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（様式６－１） 

別記第４号様式（第５条関係）その１ 

     
 

登 録 事 項 変 更 届 書               
 

 年  月  日   
   

（宛先）札幌市保健所長 
 

届出者  住 所               
 
 
 
 
 

                      氏 名               
 
 
 
 
 

 
 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第 33条第１項の規定により、次
のとおり届け出ます。 

事 業 の 区 分             

登 録 年 月 日            年   月   日 

登 録 番 号             

営 業 所 の 名 称             

営 業 所 の 所 在 地             

変 更 事 項             

変 更 前             

変 更 後             

変 更 年 月 日                  年    月    日 

注１ 添付資料 
(1)  法人に係る省令第33条第１項第１号に掲げる事項の変更の場合は、法人の登記事

項証明書。ただし、一般社団法人、一般財団法人、協同組合等にあっては、登記事
項証明書及び定款 

(2)  省令第33条第２項に規定する書類 
  ２ 「事業の区分」、「登録年月日」、「登録番号」、「営業所の名称」及び                                  「営業

所の所在地」の欄は、登録証明書により記載すること。               
  ３ 届書等の用紙の大きさは、図面等のやむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４と

すること。 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

（法人にあっては、名称並びに代表者の

氏名及び住所） 



 （様式６－２） 

別記第５号様式（第６条関係） 

 
登録証明書書換え交付申請書                

 
 

 年  月  日   
   

（宛先）札幌市保健所長 
 

申請者  住 所               
 
 
 
 
 

                      氏 名               
 
 
 
 
 

 
 
登録証明書の書換え交付を受けたいので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細

則第６条の規定により、次のとおり申請します。 
 

事 業 の 区 分            
 
 

登 録 年 月 日            
 
 

登 録 番 号            
 
 

 
  変更前 変更後 

変 
更 
事 
項 

  商 号 又 は 名 称              

  代 表 者 氏 名              

  営 業 所 の 名 称              

  営 業 所 の 所 在 地              

 
注 １ 添付資料 
    現に受けている登録証明書 
  ２ 「事業区分」、「登録年月日」及び「登録番号」の欄は、登録証明書により記載すること。 
  ３ 申請書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
 
  

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

（法人にあっては、名称並びに代表者の

氏名及び住所） 



（様式６－３） 

別記第６号様式（第７条関係） 

 
登 録 証 明 書 再 交 付 申 請 書                

 
 

 年  月  日   
   

（宛先）札幌市保健所長 
 

申請者  住 所               
 
 
 
 
 

                      氏 名               
 
 
 
 
 

 
 
登録証明書の再交付を受けたいので、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則第

６条の規定により、次のとおり申請します。 
 

   事 業 の 区 分             
 
 

   登 録 年 月 日              
 
 

   登 録 番 号            
 
 

  営 業 所 の 名 称            
 
 

  営 業 所 の 所 在 地            
 
 

  再 交 付 申 請 の 理 由            

   破 損 ・ 汚 損 ・ 亡 失 

   亡失の場合は、具体的な理由 

 
注 １ 添付資料 
    現に受けている登録証明書（破損又は汚損の場合のみ） 
  ２ 「事業区分」、「登録年月日」、「登録番号」、「営業所の名称」及び「営業所の所在地」の欄

は、登録証明書により記載すること。 
  ３ 申請書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

  

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

（法人にあっては、名称並びに代表者の

氏名及び住所） 



（様式７） 

別記第４号様式（第５条関係）その２ 

 

登 録 事 業 廃 止 届 書               

 

 年  月  日   
   

（宛先）札幌市保健所長 
 

届出者  住 所               
 
 
 
 
 

                      氏 名               
 
 
 
 
 

 
 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第 33 条第１項の規定により、次のとおり

届け出ます。 

 

事 業 の 区 分                

登 録 年 月 日            年   月   日  

登 録 番 号                   

営 業 所 の 名 称                   

営 業 所 の 所 在 地               

廃 止 の 理 由               

廃 止 年 月 日                年   月   日  

 

注 １ 「事業の区分」、「登録年月日」、「登録番号」、「営業所の名称」及び「営業所の所在地」の

欄は、登録証明書により記載すること。      

    ２  現に受けている登録証明書を添付すること。                     

    ３ 届書の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

 

 

  

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

（法人にあっては、名称並びに代表者の

氏名及び住所） 



（様式８－１） 

実 績 報 告 書 

                          年  月  日 

 

（宛先）札幌市保健所長 

                      

住 所 

 

氏 名              

 

（法人にあっては主たる事務所の所在地、 

名称、代表者の氏名を記載） 

           電 話             

担当者             

 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の規定による登録事業につい
て、次のとおり報告します。 

 

事  業  の  区  分 建築物            業            

登 録 番 号    第       号 

登 録 の 有 効 期 間 
   年   月   日から 

 年   月   日まで 

営 業 所 の 名 称  

営 業 所 の 所 在 地  

実 績 報 告 期 間 
    年   月   日から 

    年    月    日まで 

機 械 器 具 の 概 要   様式２のとおり 
(建築物空気環境測定業、建築物環境衛生総合管

理業については粉じん計の較正票(写)を添付) 

監 督 者 等 名 簿 様式３のとおり 

事 業 の 実 績 様式８－２のとおり 

従 事 者 研 修 記 録 様式８－３のとおり（空気環境測定業、水質検査業を除く） 

健 康 診 断 の 実 績 記 録 様式８－４のとおり（貯水槽清掃業のみ：検査結果書(写)を添付） 

注１ 実績報告書は営業所ごと及び事業の区分ごとに報告すること。 

注２ 報告対象期間中に新規登録をした営業所は、登録された日から３月３１日までの実績を報

告すること。 



（様式８－２） 

 

事 業 の 実 績 

 

営業所の名称 
 

 

登録番号 
 

 

 

作業を受託した特定建築物の概況 

番号 名 称 
所在市町村

名 
作業(検査)の内容 実施年月 

１     

２     

３     

４     

５     

※ 欄が不足する場合は別紙を使用すること。 

  



（様式８－３） 

従 事 者 研 修 記 録 簿 

研 修 の 期 日   年  月  日   時  分 ～  時  分 

 

  

研

修

の

内

容 

 

 

 

 

 

 

 

使  用  教  材 
 

 

指導担当者の氏名及び資格 
 

 

参加従事者の氏名及び人数 

 

従事者（パート、アルバイト等を含む）全員が、登録期間（６年間）中に、原則として毎年

１回以上研修を受講する必要があります。 

 

  



（様式８－４） 

貯水槽清掃作業従事者の健康診断の実施状況 

 

作  業  者 実  施  時  期 健 康 診 断 の 内 容 健 康 診 断 の 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業従事者（監督者を含む。）は、おおむね６か月ごとに検便（赤痢菌、腸チフス菌・パラチ

フス菌（又はサルモネラ菌））を実施する必要があります。 

 



（様式１０－１）

（　　　年　　月　　日）

建築物清掃業 指示指摘事項（口頭）

内容

から まで

登録した機械・器具であるか

定期に点検し、必要に応じて整備、取替え等を行っているか

登録した有資格者であるか

登録した有資格者が、作業監督を行っているか

作業従事者全員を対象としているか 登録業指導票発行（有無）

年１回以上受講させているか 内容

指導者は有資格者か

研修内容及び教材は適切か

業務を委託する者の氏名、業務の範囲及び期間を、建築物維持

管理権原者へあらかじめ通知しているか

委託した業務について、実施計画及び実施状況報告を行わせる 

ほか、現場確認を行っているか 改善状況（　　年　　月　　日指導分）

登録した連絡体制か 内容

「登録建築物清掃業」以外の表示又は内容の省略をしていない 

か

台帳を作成し、機械・器具の状況を管理、把握しているか

従事者（アルバイト、パート等を含む。）の名簿を作成し、受

講状況を管理しているか

備考

建築物の用途及び使用状況等を考慮し作成しているか

建築物の用途及び使用状況等を考慮し作成しているか

上記計画書及び手順書の内容は、関係法令及び通知等に適合し 

たものであるか

報告書を作成し、建築物維持管理権原者へ提出するとともに、 

自社で保存しているか

作業内容は、作業計画書及び作業手順書に基づいているか

※評価に当たっては、次を目安とすること。

　Ａ：概ね適正であり、改善の必要がないもの

　Ｂ：業務をより適切なものするために、改善を加えたほうがよいもの

　Ｃ：関係法令に抵触するなどの理由により、改善すべきもの

評価項　　　　　目

真 空 掃 除 機 床 み が き 機機 械 ・ 器 具

登 録 業 立 入 検 査 表

事 業 の 区 分

営 業 所 の 名 称

営業所の所在地

営業所の責任者

登 録 番 号

登録有効期間

人員、機材の配備に係る具体的な計画書を作成しているか

※計画書等全般

作 業 報 告 書

帳
簿
関
係

作 業 手 順 書

機械・器具台帳

作業従事者名簿

（研修記録簿）

年 間 、 月 間

業 務 計 画 書

作 業 計 画 書

監 督 者

従 事 者
（ 研 修 関 係 ）

業務の委託関係

連 絡 体 制

表 示

検査者
相手方
担当者



（様式１０－２）

（　　　年　　月　　日）

建築物空気環境測定業 指示指摘事項（口頭）

内容

から まで

登録した機械・器具であるか

登録業指導票発行（有無）

定期に点検し、必要に応じて較正、整備等を行っているか 内容

点検等の記録を測定器ごとに整理し保管しているか

登録した有資格者であるか

登録した有資格者が、測定を行っているか

業務を委託する者の氏名、業務の範囲及び期間を、建築物維持

管理権原者へあらかじめ通知しているか

委託した業務について、実施計画及び実施状況報告を行わせる 改善状況（　　年　　月　　日指導分）

ほか、現場確認を行っているか 内容

登録した連絡体制か

「登録建築物空気環境測定業」以外の表示又は内容の省略をし

ていない か

台帳を作成し、機械・器具の状況を管理、把握しているか

備考

報告書を作成し、建築物維持管理権原者へ提出するとともに、 

自社で保存しているか 

測定項目、方法、時期等は関係法令及び通知等に適合したも

のであるか

建築物環境衛生管理基準に適合しなかった項目について、 原

因、改善策等が報告されているか

※評価に当たっては、次を目安とすること。

　Ａ：概ね適正であり、改善の必要がないもの

　Ｂ：業務をより適切なものするために、改善を加えたほうがよいもの

　Ｃ：関係法令に抵触するなどの理由により、改善すべきもの

評価

機 械 ・ 器 具

浮 遊 粉 じ ん 測 定 器 湿 度 計

登 録 業 立 入 検 査 表

事 業 の 区 分

営 業 所 の 名 称 登 録 番 号

一 酸 化 炭 素 測 定 器 風 速 計

二 酸 化 炭 素 測 定 器 測定器固定用スタンド

温 度 計

帳
簿
関
係

機械・器具台帳

年 間 、 月 間

営業所の所在地 登録有効期間

営業所の責任者

項　　　　　目

測定結果報告書

人員、機材の配備に係る具体的な計画書を作成しているか
業 務 計 画 書

測 定 実 施 者

業務の委託関係

連 絡 体 制

表 示

検査者
相手方
担当者



（様式１０－３）

（　　　年　　月　　日）

建築物空気調和用ダクト清掃業 指示指摘事項（口頭）

内容

から まで

登録した機械・器具であるか

定期に点検し、必要に応じて整備、修理を行っているか

登録した有資格者であるか

登録した有資格者が、作業監督を行っているか

作業従事者全員を対象としているか 登録業指導票発行（有無）

年１回以上受講させているか 内容

指導者は有資格者か

研修内容及び教材は適切か

業務を委託する者の氏名、業務の範囲及び期間を、建築物維持

管理権原者へあらかじめ通知しているか

委託した業務について、実施計画及び実施状況報告を行わせる 

ほか、現場確認を行っているか 改善状況（　　年　　月　　日指導分）

登録した連絡体制か 内容

「登録建築物空気調和用ダクト清掃業」以外の表示又は内容の 

省略をしていないか

台帳を作成し、機械・器具の状況を管理、把握しているか

従事者（アルバイト、パート等を含む。）の名簿を作成し、受

講状況を管理しているか

備考

建築物の用途及び使用状況等を考慮し作成しているか

建築物の用途及び使用状況等を考慮し作成しているか

上記計画書及び手順書の内容は、関係法令及び通知等に適合し 

たものであるか

報告書を作成し、建築物維持管理権原者へ提出するとともに、 

自社で保存しているか

作業内容は、作業計画書及び作業手順書に基づいているか

※評価に当たっては、次を目安とすること。

　Ａ：概ね適正であり、改善の必要がないもの

　Ｂ：業務をより適切なものするために、改善を加えたほうがよいもの

　Ｃ：関係法令に抵触するなどの理由により、改善すべきもの

評価

機 械 ・ 器 具

電 気 ド リ ル コ ン プ レ ッ サ ー

登 録 業 立 入 検 査 表

事 業 の 区 分

営 業 所 の 名 称 登 録 番 号

シ ャ ー 又 は ニ ブ ラ 集 じ ん 機

内 視 鏡 真 空 掃 除 機

電子天びん又は化学天びん

営業所の所在地 登録有効期間

営業所の責任者

項　　　　　目

人員、機材の配備に係る具体的な計画書を作成しているか
業 務 計 画 書

作 業 計 画 書

作 業 手 順 書

※計画書等全般

監 督 者

従 事 者
（ 研 修 関 係 ）

業務の委託関係

連 絡 体 制

表 示

相手方
担当者

帳
簿
関
係

機械・器具台帳

作業従事者名簿

（研修記録簿）

年 間 、 月 間

作 業 報 告 書

検査者



（様式１０－４）

（　　　年　　月　　日）

建築物飲料水水質検査業 指示指摘事項（口頭）

内容

から まで

登録した機械・器具であるか

定期に点検し、必要に応じて整備、修理を行っているか

点検等の記録を、機械器具等ごとに整理し保管しているか

登録した場所、配置、設備どおりか

試料を冷暗所に保存しているか

登録した有資格者であるか 登録業指導票発行（有無）

登録した有資格者が、検査を行っているか 内容

業務を委託する者の氏名、業務の範囲及び期間を、建築物維持

管理権原者へあらかじめ通知しているか

委託した業務について、実施計画及び実施状況報告を行わせる 

ほか、現場確認を行っているか 改善状況（　　年　　月　　日指導分）

登録した連絡体制か 内容

「登録建築物飲料水水質検査業」以外の表示又は内容の省略を 

していないか

台帳を作成し、機械・器具の状況を管理、把握しているか

台帳を作成し、薬品の使用状況を管理、把握しているか

備考

報告書を作成し、建築物維持管理権原者へ提出するとともに、 

自社で保存しているか 

検査項目、方法、時期等は関係法令及び通知等に適合したも

のであるか

 建築物環境衛生管理基準に適合しなかった項目について、 原

因、改善策等が報告されているか

※評価に当たっては、次を目安とすること。

　Ａ：概ね適正であり、改善の必要がないもの

　Ｂ：業務をより適切なものするために、改善を加えたほうがよいもの

　Ｃ：関係法令に抵触するなどの理由により、改善すべきもの

乾 燥 機

pH計

イオンクロマトグラフ

登 録 業 立 入 検 査 表

事 業 の 区 分

営 業 所 の 名 称 登 録 番 号

連 絡 体 制

機械・器具台帳

営業所の所在地 登録有効期間

営業所の責任者

項　　　　　目

水 質 検 査 室

検 査 実 施 者

業務の委託関係

表 示

帳
簿
関
係

人員、機材の配備に係る具体的な計画書を作成しているか
業 務 計 画 書

薬 品 使 用 簿

年 間 、 月 間

機 械 ・ 器 具

検査結果報告書

評価

高 圧 蒸 気 滅 菌 器 恒 温 器

フレームレス－原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光
分光分析装置又は誘導結合プラズマ－質量分析装置

全有機炭素定量装置

分光光度計又は光電光度計 ガスクロマトグラフ－質量分析計

電子天びん又は化学天びん

検査者
相手方
担当者



（様式１０－５）

（　　　年　　月　　日）

建築物飲料水貯水槽清掃業 指示指摘事項（口頭）

内容

から まで

登録した機械・器具であるか

飲料水貯水槽の清掃専用か

定期に点検し、必要に応じて整備、修理等を行っているか

登録した場所、配置、構造どおりか

管理状況は適切か

登録した有資格者であるか

登録した有資格者が、作業監督を行っているか

作業従事者全員を対象としているか 登録業指導票発行（有無）

年１回以上受講させているか 内容

指導者は有資格者か

研修内容及び教材は適切か

業務を委託する者の氏名、業務の範囲及び期間を、建築物維持

管理権原者へあらかじめ通知しているか

委託した業務について、実施計画及び実施状況報告を行わせる 

ほか、現場確認を行っているか 改善状況（　　年　　月　　日指導分）

登録した連絡体制か 内容

「登録建築物飲料水貯水槽清掃業」以外の表示又は内容の省略 

をしていないか

台帳を作成し、機械・器具の状況を管理、把握しているか

台帳を作成し、薬品の使用状況を管理、把握しているか

従事者（アルバイト、パート等を含む。）の名簿を作成し、受

講状況を管理しているか

従事者（同上）の名簿を作成し、健康診断を受診させているか

（赤痢、腸チフス、パラチフス、その他）

健康状態が不良の者を従事させていないか

備考

報告書を作成し、建築物維持管理権原者へ提出するとともに、 

自社で保存しているか

作業方法、時期等は関係法令及び通知等に適合したものである

か

※評価に当たっては、次を目安とすること。

　Ａ：概ね適正であり、改善の必要がないもの

　Ｂ：業務をより適切なものするために、改善を加えたほうがよいもの

　Ｃ：関係法令に抵触するなどの理由により、改善すべきもの

連 絡 体 制

機 械 ・ 器 具

揚 水 ポ ン プ

整 理 簿 )

作 業 報 告 書

機械・器具台帳

薬 品 使 用 簿

〃

営 業 所 の 名 称 登 録 番 号

営業所の所在地 登録有効期間

営業所の責任者

項　　　　　目 評価

事 業 の 区 分

換 気 フ ァ ン 残 留 塩 素 測 定 器

保 管 庫

従 事 者
（ 研 修 関 係 ）

業務の委託関係

表 示

監 督 者

帳
簿
関
係

作業従事者名簿

（研修記録簿）

年 間 、 月 間
人員、機材の配備に係る具体的な計画書を作成しているか

業 務 計 画 書

( 健 康 診 断 結 果

防 水 型 照 明 機 具

高 圧 洗 浄 機 色 度 計

残 水 処 理 機 濁 度 計

登 録 業 立 入 検 査 表

相手方
担当者

検査者



（様式１０－６）

（　　　年　　月　　日）

建築物排水管清掃業 指示指摘事項（口頭）

内容

から まで

登録した機械・器具であるか

排水管の清掃専用か

定期に点検し、必要に応じて整備、修理を行っているか

登録した場所、配置、構造どおりか

管理状況は適切か

登録した有資格者であるか

登録した有資格者が、作業監督を行っているか

作業従事者全員を対象としているか 登録業指導票発行（有無）

年１回以上受講させているか 内容

指導者は有資格者か

研修内容及び教材は適切か

業務を委託する者の氏名、業務の範囲及び期間を、建築物維持

管理権原者へあらかじめ通知しているか

委託した業務について、実施計画及び実施状況報告を行わせる 

ほか、現場確認を行っているか 改善状況（　　年　　月　　日指導分）

登録した連絡体制か 内容

「登録建築物排水管清掃業」以外の表示又は内容の省略をして 

いないか

台帳を作成し、機械・器具の状況を管理、把握しているか

従事者（アルバイト、パート等を含む。）の名簿を作成し、受

講状況を管理しているか

備考

報告書を作成し、建築物維持管理権原者へ提出するとともに、 

自社で保存しているか

作業内容、方法等は関係法令及び通知等に適合したものである

か

※評価に当たっては、次を目安とすること。

　Ａ：概ね適正であり、改善の必要がないもの

　Ｂ：業務をより適切なものするために、改善を加えたほうがよいもの

　Ｃ：関係法令に抵触するなどの理由により、改善すべきもの

保 管 庫

作 業 報 告 書

監 督 者

従 事 者
（ 研 修 関 係 ）

機 械 ・ 器 具

内 視 鏡 ワ イ ヤ 式 管 清 掃 機

高 圧 洗 浄 機 空 圧 式 管 清 掃 機

高 圧 ホ ー ス 排 水 ポ ン プ

洗浄ノズル

事 業 の 区 分

営 業 所 の 名 称 登 録 番 号

営業所の所在地 登録有効期間

営業所の責任者

項　　　　　目 評価

業務の委託関係

帳
簿
関
係

機械・器具台帳

作業従事者名簿

（研修記録簿）

年 間 、 月 間
人員、機材の配備に係る具体的な計画書を作成しているか

業 務 計 画 書

連 絡 体 制

表 示

登 録 業 立 入 検 査 表

検査者
相手方
担当者



（様式１０－７）

（　　　年　　月　　日）

建築物ねずみ昆虫等防除業 指示指摘事項（口頭）

内容

から まで

登録した機械・器具であるか

定期に点検し、必要に応じて整備、修理を行っているか

登録した場所、配置、構造どおりか

管理状況は適切か

登録した有資格者であるか

登録した有資格者が、作業監督を行っているか

作業従事者全員を対象としているか 登録業指導票発行（有無）

年１回以上受講させているか 内容

指導者は有資格者か

研修内容及び教材は適切か

業務を委託する者の氏名、業務の範囲及び期間を、建築物維持

管理権原者へあらかじめ通知しているか

委託した業務について、実施計画及び実施状況報告を行わせる 

ほか、現場確認を行っているか 改善状況（　　年　　月　　日指導分）

登録した連絡体制か 内容

「登録建築物ねずみ昆虫等防除業」以外の表示又は内容の省略 

をしていないか

台帳を作成し、機械・器具の状況を管理、把握しているか

台帳を作成し、薬品の使用状況を管理、把握しているか

従事者（アルバイト、パート等を含む。）の名簿を作成し、受

講状況を管理しているか

備考

事前にねずみ昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の

状況等を調査し、建築物全体について作業計画を策定している

か

報告書を作成し、建築物維持管理権原者へ提出するとともに、 

自社で保存しているか

作業方法、時期等は関係法令及び通知等に適合したものである

か

※評価に当たっては、次を目安とすること。

　Ａ：概ね適正であり、改善の必要がないもの

　Ｂ：業務をより適切なものするために、改善を加えたほうがよいもの

　Ｃ：関係法令に抵触するなどの理由により、改善すべきもの

実 体 顕 微 鏡

評価

機 械 ・ 器 具

照 明 器 具

噴 霧 器

調 査 用 ト ラ ッ プ

帳
簿
関
係

機械・器具台帳

作業従事者名簿

（研修記録簿）

年 間 、 月 間
人員、機材の配備に係る具体的な計画書を作成しているか

業 務 計 画 書

作 業 報 告 書

薬 品 使 用 簿

作 業 計 画 書

真 空 掃 除 機

毒 じ 箱

消 火 器捕 そ 器

項　　　　　目

毒 じ 皿

事 業 の 区 分

営 業 所 の 名 称 登 録 番 号

営業所の所在地 登録有効期間

営業所の責任者

監 督 者

従 事 者
（ 研 修 関 係 ）

業務の委託関係

連 絡 体 制

表 示

保 管 庫

検査者
相手方
担当者

登 録 業 立 入 検 査 表

散 粉 器

防毒マスク又は防毒機
能を有する電動ファン
付 き 呼 吸 用 保 護 具



（様式１０－８）

（　　　年　　月　　日）
建築物環境衛生総合管理業 指示指摘事項（口頭）

内容

から まで

登録した機械・器具であるか

定期に点検し、必要に応じて整備、点検、修理等を行っている
か

登録した有資格者であるか

登録した有資格者が、作業監督又は測定等を行っているか
登録業指導票発行（有無）
内容

作業従事者全員を対象としているか
年１回以上受講させているか
指導者は有資格者か
研修内容及び教材は適切か
業務を委託する者の氏名、業務の範囲及び期間を、建築物維持

管理権原者へあらかじめ通知しているか

委託した業務について、実施計画及び実施状況報告を行わせる 

ほか、現場確認を行っているか 改善状況（　　年　　月　　日指導分）
登録した連絡体制か 内容
「登録建築物環境衛生総合管理業」以外の表示又は内容の省略 

をしていないか

台帳を作成し、機械・器具の状況を管理、把握しているか

従事者（アルバイト、パート等を含む。）の名簿を作成し、受

講状況を管理しているか

備考

建築物の用途及び使用状況等を考慮し作成しているか

建築物の用途及び使用状況等を考慮し作成しているか

上記計画書及び手順書の内容は、関係法令及び通知等に適合し 

たものであるか

事前にねずみ昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の

状況等を調査し、建築物全体について作業計画を策定している

か

報告書を作成し、建築物維持管理権原者へ提出するとともに、 

自社で保存しているか

作業内容は、作業計画書及び作業手順書に基づいているか

検査、調整等の方法、時期等は関係法令及び通知等に適合した

ものであるか

※評価に当たっては、次を目安とすること。
　Ａ：概ね適正であり、改善の必要がないもの
　Ｂ：業務をより適切なものするために、改善を加えたほうがよいもの
　Ｃ：関係法令に抵触するなどの理由により、改善すべきもの

登 録 業 立 入 検 査 表

事 業 の 区 分
営 業 所 の 名 称 登 録 番 号
営業所の所在地 登録有効期間
営業所の責任者

項　　　　　目

真 空 掃 除 機 湿 度 計

機 械 ・ 器 具 残 留 塩 素 測 定 器 温 度 計

業務の委託関係

表 示

帳
簿
関
係

（研修記録簿）
年 間 、 月 間

機械・器具台帳
作業従事者名簿

床 み が き 機

作 業 計 画 書
作 業 手 順 書

※計画書等全般

業 務 計 画 書

作 業 計 画 書

作 業 報 告 書

検査者

統 括 管 理 者
清 掃 作 業 監 督 者

空　調
給排水

清掃 水質

従 事 者
（ 研 修 関 係 ）

空調給排水管理監督者
空気環境測定実施者

連 絡 体 制

監 督 者 等

評価

風 速 計

相手方
担当者

空気環境の測定に用いる測定器について、点検等の記録を測定器ご
とに整理して保管しているか

浮 遊 粉 じ ん 測 定 器 測定器固定用スタンド
二 酸 化 炭 素 測 定 器 二 酸 化 炭 素 測 定 器

人員、機材の配備に係る具体的な計画書を作成しているか


